
 
 

高知市指定管理者審査委員会における審査結果について 
 
１ 対 象 施 設 等 
   名    称  はりまや橋観光バスターミナル 
   指定予定期間  令和７年４月１日から令和12年３月31日まで（５年間） 
 
２ 申 請 団 体 数  １団体   
 
３ 審     査 
⑴ 審査委員会開催日 

   第１回審査委員会  令和６年10月10日（木）  審査方法等事前説明 
   第２回審査委員会  令和６年10月28日（月）  申請団体面接及び書類審査 
⑵ 審査方法 

申請団体から提出された書類の審査及び団体の面接を実施したものの，事業計画の説明が
行われなかったため，適正な審査を行うことができなかった。 

⑶ 審査結果 
  総得点      ― 点 
  主な評価内容 

募集要項に定める指定管理料の参考価格に異議があることから，指定管理料の増額がな

ければ指定管理者に指定された場合でも，指定申請の辞退若しくは指定解除を申し出ると

の説明があり，事業計画の説明が行われなかったため，審査委員で協議した結果，審査

（採点）を実施しないと決定したもの。 

 
４ 審査委員会委員                            （敬称省略） 

 所属団体・役職名 氏 名 

委 員 長 高知市総務部副部長※ 山脇 弘道 

副委員長 高知市財務部副部長 大宮 剛夫 

委  員 

高知市商工観光部副部長 村田 憲司 

四国税理士会高知支部税理士 市川 哲司 

高知工科大学都市・交通計画研究室教授 西内 裕晶 

高知県商店街振興組合連合会理事長 廣末 幸彦 

（公財）高知県観光コンベンション協会統括受入本部長 山﨑 千夏 

 
※ 第２回審査委員会は，不測の事態により委員長欠席。高知市指定管理者審査委員会
条例第３条第４項に基づき，副委員長が委員長代理で実施。 


